
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

三

三

五

号

民
泊
及
び
違
法
民
泊
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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民
泊
及
び
違
法
民
泊
に
関
す
る
質
問
主
意
書

近
年
、
民
泊
サ
ー
ビ
ス
が
世
界
各
国
で
展
開
さ
れ
、
わ
が
国
で
も
急
速
に
普
及
す
る
に
伴
い
、
様
々
な
問
題
点
も
明
ら
か
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

全
国
旅
館
ホ
テ
ル
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
な
ど
が
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
開
い
た
会
合
（
「
民
泊
の
真
実

今
、
観

光
立
国
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
」
）
で
は
、
「
一
日
に
一
軒
の
ホ
テ
ル
が
廃
業
か
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
」

「
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
所
有
者
が
よ
り
利
益
の
上
が
る
民
泊
営
業
に
物
件
を
回
し
た
た
め
、
パ
リ
市
内
の
家
賃
相
場
は
数
年
で
急

上
昇
し
て
い
き
ま
し
た
。
民
泊
物
件
へ
回
す
た
め
に
賃
貸
契
約
の
約
二
十
五
％
が
契
約
更
新
さ
れ
ず
、
住
人
は
住
居
を
失
い
高

額
な
物
件
を
探
し
て
や
む
な
く
賃
貸
し
直
す
か
、
郊
外
へ
と
引
っ
越
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
特
に
観
光
客
が
多
い
地
域
で

は
、
住
民
が
減
り
学
級
閉
鎖
に
陥
る
学
校
も
出
て
い
る
」
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
の
業
界
団
体
代
表
か
ら
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
十
三
日
（
日
本
時
間
十
四
日
）
に
発
生
し
た
パ
リ
同
時
多
発
テ
ロ
で
は
、
そ
の
主
犯
格
が
潜
伏
先
と

し
て
民
泊
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
報
告
も
あ
っ
た
。

同
時
に
、
全
国
旅
館
ホ
テ
ル
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
や
日
本
旅
館
協
会
な
ど
に
よ
る
「
『
民
泊
』
に
対
す
る
共
同
声

明
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。

一



声
明
は
以
下
の
よ
う
な
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

一
、
『
民
泊
』
を
含
め
全
て
の
宿
泊
施
設
は
行
政
官
庁
へ
の
申
告
登
録
を
経
て
、
許
認
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
す
べ
き
で
あ

り
、
無
許
可
営
業
並
び
に
脱
税
行
為
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
必
要
が
あ
る
。

二
、
テ
ロ
の
脅
威
を
未
然
に
防
ぐ
為
に
、
『
民
泊
』
を
含
め
全
て
の
宿
泊
施
設
は
宿
泊
者
の
対
面
確
認
と
記
録
の
保
存
を
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
、
『
民
泊
』
を
営
む
も
の
は
他
の
宿
泊
施
設
と
同
様
に
納
税
、
衛
生
管
理
、
消
防
の
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ま

た
近
隣
住
民
に
対
す
る
告
知
の
義
務
を
負
う
必
要
が
あ
る
。

四
、
『
民
泊
』
を
仲
介
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
事
業
者
は
、
『
民
泊
』
を
含
め
る
全
て
の
宿
泊
施
設
が
正
式
な
許
認
可

を
得
て
い
る
か
確
認
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ま
た
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
事
業
者
は
税
務
署
に
対
し
て
宿
泊
施
設
の

所
得
を
開
示
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
の
他
宿
泊
地
の
法
令
を
順
守
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
、
『
民
泊
』
を
含
む
違
法
な
宿
泊
業
者
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
事
業
者
の
罰
則
を
強
化
す
る
こ
と
が
観
光
の
発
展
に
必

要
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
中
小
ホ
テ
ル
旅
館
協
同
組
合
は
、
二
〇
一
七
年
一
月
二
十
五
日
に
意
見
広
告
を
出
し
、
「
全
国
に
許
可
さ
れ
た

二



民
泊
施
設
は
約
三
十
件
程
度
で
（
当
組
合
調
べ
）
法
律
を
無
視
し
た
無
許
可
営
業
（
懲
役
六
カ
月
以
下
の
罰
則
）
を
し
て
い
る

違
法
民
泊
施
設
は
全
国
約
四
万
六
千
カ
所
（
当
組
合
調
べ
）
」
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
同
組
合
は
「
こ
の
民
泊
は
、
ほ

と
ん
ど
が
都
内
、
市
内
で
営
業
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
旅
行
客
は
郊
外
、
地
方
に
行
く
こ
と
に
な
ら
ず
、
国
が
国
策
と
し
て
掲

げ
る
地
方
創
生
政
策
の
全
く
逆
と
な
る
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ホ
テ
ル
旅
館
不
足
と
い
う
認

識
に
つ
い
て
、
立
地
の
良
い
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル
や
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
チ
ェ
ー
ン
の
客
室
稼
働
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
一
方
、
中
小

の
ホ
テ
ル
や
旅
館
の
平
均
稼
働
率
に
つ
い
て
「
都
心
部
で
も
平
日
で
約
五
十
％
、
土
祝
日
前
日
で
約
八
十
％
、
郊
外
で
は
そ
れ

よ
り
十
％
位
低
い
（
二
〇
一
五
〜
二
〇
一
六
年
度
当
組
合
調
べ
）
の
が
現
実
」
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
産
業
労
働
組
合
連
合
会
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
四
日
、
二
〇
一
七
年
三
月
十
三
日
に
見

解
を
発
表
し
、
「
『
民
泊
サ
ー
ビ
ス
』
に
対
す
る
旅
館
業
法
を
適
用
除
外
す
れ
ば
、
帳
場
（
フ
ロ
ン
ト
）
も
な
い
た
め
身
元
が

確
認
で
き
な
い
利
用
者
が
部
屋
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
公
衆
衛
生
、
感
染
症
、
火
災
、
テ
ロ
へ
の
危
機
管
理
、
近
隣
住
民

の
日
常
生
活
へ
の
影
響
な
ど
へ
の
対
応
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
ま
す
」
「
住
宅
宿
泊
事
業
を
行
う
場
合
は
、
当

該
地
域
の
住
民
に
対
す
る
事
前
説
明
を
行
う
な
ど
住
民
の
不
安
の
払
し
ょ
く
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
」
と
す
る

な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
産
業
の
持
続
可
能
な
発
展
や
観
光
立
国
の
実
現
に
向
け
た
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

三



民
泊
を
と
り
ま
く
こ
う
し
た
現
状
が
あ
る
な
か
、
政
府
も
ま
た
海
外
に
お
け
る
民
泊
の
実
態
に
つ
い
て
、
「
地
域
活
性
化

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
で
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

「
パ
リ
市
で
は
、
一
般
住
宅
の
『
ホ
テ
ル
化
』
に
よ
る
家
賃
上
昇
や
物
件
不
足
を
懸
念
し
て
、
一
年
で
四
か
月
間
以
上
を
旅
行

客
向
け
に
貸
し
出
す
物
件
に
つ
い
て
は
届
出
義
務
を
課
す
と
と
も
に
、
上
記
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
法
に
沿
っ
て
、
長
期
の
貸
し
手
は
、
同

じ
面
積
の
ア
パ
ー
ト
を
同
じ
区
内
に
用
意
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
る
」
（
第
二
十
一
回
地
域
活
性
化
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
九
日
）

「
海
外
の
動
向
④
フ
ラ
ン
ス
パ
リ
市
」
人
気
の
マ
レ
地
区
等
で
、
居
住
者
よ
り
も
Ａ
ｉ
ｒ
ｂ
ｎ
ｂ
利
用
の
短
期
滞
在
者
が
多
く

な
り
、
パ
リ
市
内
の
ア
パ
ー
ト
供
給
量
の
低
下
、
賃
料
高
騰
、
住
環
境
悪
化
が
深
刻
な
問
題
に
。
（
『
民
泊
を
め
ぐ
る
現
状
と

法
的
課
題
に
つ
い
て
』
矢
ケ
崎
准
教
授
提
出
資
料
、
第
二
十
回
地
域
活
性
化
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
、
二
〇
一
五
年
十
月
二

十
九
日
）

一
方
、
平
成
二
十
八
年
十
〜
十
二
月
に
行
わ
れ
た
全
国
民
泊
実
態
調
査
の
結
果
に
お
い
て
、
「
正
確
な
住
所
が
詳
細
に
記
載

さ
れ
て
い
る
物
件
が
ほ
と
ん
ど
無
く
、
物
件
特
定
不
可
・
調
査
中
の
割
合
が
五
十
二
・
九
％
で
あ
り
、
物
件
の
特
定
す
ら
非
常

に
困
難
」
と
さ
れ
る
な
ど
、
民
泊
の
実
態
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

四



以
下
、
質
問
す
る
。

問
一

民
泊
及
び
、
旅
館
業
法
の
許
可
な
ど
を
得
ず
に
違
法
に
営
業
す
る
「
違
法
民
泊
（
闇
民
泊
）
」
の
実
態
把
握
に
つ
い
て

�

直
近
の
三
カ
年
に
つ
い
て
、
民
泊
に
対
す
る
苦
情
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。
件
数
と
具
体
的
な

内
容
に
つ
い
て
、
自
治
体
か
ら
の
情
報
提
供
も
含
め
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

直
近
の
三
カ
年
に
つ
い
て
、
摘
発
や
賠
償
命
令
が
下
さ
れ
た
「
違
法
民
泊
」
は
何
件
か
。
違
法
行
為
の
具
体
的
な
内

容
も
列
挙
さ
れ
た
い
。

�

民
泊
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
や
違
法
行
為
の
増
加
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

現
在
の
違
法
民
泊
施
設
の
う
ち
、
政
府
は
今
後
の
施
策
で
何
件
が
「
合
法
」
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

違
法
民
泊
施
設
が
都
心
部
に
集
中
し
て
い
る
現
状
、
合
法
化
さ
れ
た
民
泊
施
設
が
増
え
る
こ
と
は
、
地
方
の
観
光
客

を
奪
う
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
地
方
の
観
光
促
進
の

た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
施
策
を
検
討
し
て
い
る
か
。

問
二

観
光
先
進
国
で
あ
る
と
こ
ろ
の
フ
ラ
ン
ス
の
実
態
に
つ
い
て

�

「
パ
リ
市
内
の
ア
パ
ー
ト
供
給
量
の
低
下
、
賃
料
高
騰
、
住
環
境
悪
化
」
の
主
た
る
原
因
は
何
で
あ
る
と
考
え
る

五



か
。

�

パ
リ
同
時
多
発
テ
ロ
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
犯
格
が
潜
伏
先
と
し
て
民
泊
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
了
解
し

て
い
る
か
。

�

民
泊
が
テ
ロ
や
犯
罪
の
滞
在
先
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
リ
ス
ク
を
減
ず
る
た
め
に
、
政
府
は
現
在
ど
の
よ

う
な
対
策
を
検
討
し
て
い
る
か
。

問
三

民
泊
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
事
業
者
の
実
態
に
つ
い
て

�

現
在
、
主
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
事
業
者
は
何
件
あ
り
、
紹
介
物
件
は
の
べ
何
件
か
。

�

直
近
三
カ
年
で
、
行
政
か
ら
摘
発
も
し
く
は
指
導
を
受
け
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
事
業
者
の
数
は
何
件
か
。

�

今
後
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
事
業
者
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
規
制
や
罰
則
強
化
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る

か
。

問
四

ホ
テ
ル
旅
館
不
足
の
現
状
に
つ
い
て

�

政
府
は
、
中
小
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
平
均
稼
働
率
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。

�

今
後
、
民
泊
施
設
が
増
え
て
い
く
こ
と
で
、
中
小
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
平
均
稼
働
率
は
ど
の
よ
う
に
推
移
す
る
と
予

六



測
し
て
い
る
か
。

問
五

上
記
の
よ
う
に
、
各
種
事
業
者
団
体
、
労
働
組
合
か
ら
民
泊
の
推
進
に
つ
い
て
慎
重
意
見
・
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
。
こ
う
し
た
懸
念
に
対
し
、
政
府
は
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
つ
も
り
か
。

右
質
問
す
る
。

七


